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“あなたらしさが、社会のチカラ”

毎年6月23日から29日までの1週間は「男女共同
参画週間」です。
性別にかかわらず、すべての人が、職場で、学
校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力
を発揮できる「男女共同参画社会」を実現する
ためには政府や地方公共団体だけでなく、国
民の皆さん一人ひとりの取組が必要です。
この機会に考えてみませんか？

⾧崎3月県人権・同和
問題啓発強調月間で
ある11月11日（月）
から12月10日（火）

場所：佐世保市役所１２階
人権男女共同参画課内

五月の雨
上映会

出張女性相談室

相談時間：９時～１６時

予約：０９５６―２４ー６１８０
時間：８時３０分～１７時

令和8年6月29日～7月3日まで

◎スピカ登録団体の活動報告

◎男女共同参画に関するこども
の絵の展示

◎スピカのあゆみ

○除籍図書の配布
（スピカ）

○関連図書の紹介
（スピカ・市立図書館）

令和８年度
男女共同参画週間パネル展を開催

場所：アルカスSASEBO１Ｆ交流スクエア

◎毎月第4土曜日

inスピカ


